
いじめ問題ｅｰラーニング研修

～子供たちの笑顔を守るために～

３ 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」編

徳島県教育委員会 いじめ・不登校対策課

※このｅｰラーニング研修の画像はＡＩによって生成されたものです。



３ いじめの重大事態の調査に

関するガイドライン



■ガイドラインの策定

いじめによる児童生徒の自殺など、重大事態が後を絶た
ないことを受け、平成29 年には法及び国の基本方針に基づ
く対応を徹底するために、「いじめの重大事態の調査に関
するガイドライン」が定められました。

「 生徒指導提要 （改訂版）」



■昨年度改訂の理由
平成29年のガイドライン作成後も、重大事態の発生件数は増加

傾向となり、依然として法や基本方針、ガイドライン等に沿った
対応ができていなかったために、児童生徒に深刻な被害を与える
事態が発生している状況にある。加えて、法の施行から10年が経
過し、調査の実施に係る様々な課題も明らかになっていることか
ら、ガイドラインの改訂が行われました。

「 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン （改訂版）」



■調査の目的
重大事態調査は、対象児童生徒の尊厳を保持するため、いじめに

より対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係を可能な
限り明らかにし、当該重大事態への対処（対象児童生徒への心のケ
アや必要な支援、法に基づいて、いじめを行った児童生徒や関係児
童生徒に対する指導及び支援等）及び同種の事態の再発防止策（学
校の設置者及び学校が今後取り組むべき対応策）を講ずることを行
うことを目的とした調査である。

「 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン （改訂版）」



「生徒指導提要（改訂版）」

■ 「いじめの重大事態」とは

●生命・心身・財産重大事態

・いじめにより、生命や心身、財産に重大な被害が生じた疑いが

ある場合（法第28条1項第1号）

●不登校重大事態

・いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて

いる疑いがある場合（同第2号）

※不登校の基準の30日を目安としますが、一定期間連続して欠席

している場合は迅速に調査に着手する必要があります。



徳 島 県 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

発生件数 ０ ３ ５ ５

第1号事案（生命心身財産） ０ １ ０ ３

第2号事案（不登校） ０ ３ ５ ３

全 国 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

発生件数 ７０５ ９１９ １，３０６ １，４０５

第1号事案（生命心身財産） ３５０ ４４５ ６４８ ７６８

第2号事案（不登校） ４２８ ６１６ ８６４ ８９７

■重大事態発生件数の推移
参考

「文部科学省 令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

いじめの重大事態は、全国的には増加傾向にある。県
内においては昨年度と同じ５件である。

※１件の重大事態が第１号・第２号の両方に該当する場合は、それぞれの項目に計上



■教育委員会等への報告･調査

・公立学校がいじめの重大事態を認知した場合には、

直ちに教育委員会へ報告し、教育委員会は地方公共

団体の長へ報告する。

・児童生徒や保護者から「重大事態に至った」との申

立てがあったときは、たとえ学校側が「いじめの結

果ではない」「重大事態に当たらない」と考えた場

合でも、重大事態として報告・調査を開始する。

「生徒指導提要（改訂版）」



■「事実関係を明確にする」とは

・「いじめ行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であった

か、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような

問題があったか、学校・教職員がどのような対応をしたかなどの

事実関係を可能な限り網羅的に」解明すること。

■調査結果の報告
・調査報告書に基づく対象児童生徒への説明は法に求められている。
併せていじめを行った児童生徒・保護者にも説明を行う。

・調査報告書に基づいて、地方公共団体の長等に対して報告を行う
ことも法で求められている。

「生徒指導提要（改訂版）」

「 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン （改訂版）」



学校における

「平時からの備え」



「 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン （改訂版）」

■平時からの備え
重大事態の発生を防ぎ、かつ、重大事態が発生した

際に適切な対応をとることができるように、平時から
学校の全ての教職員は、法、基本方針、本ガイドライ
ン及び「生徒指導提要（改訂版）」を理解することが
必要である。



学校における平時からの備え チェックリスト(抜粋）

・年度初めの職員会議や教員研修等の実施により、全ての教職員が、

学校いじめ防止基本方針はもとより、法や基本方針等について理解

し、重大事態に対してどう対処すべきか認識している。

・校長がリーダーシップを発揮し、学校いじめ対策組織を活用しつつ、

各教職員が適切に役割分担を行い、連携して対応できる体制を整え

ている。

・学校いじめ防止基本方針について、入学時・各年度の開始時に児童

生徒、保護者、関係機関等に説明している。 
 



学校における平時からの備え チェックリスト(抜粋）

・学校がいじめへの対応で判断に迷う場合等に備えて、迅速に学校の

設置者に相談を行うことができるよう連携体制を整えている。 

・様々な情報を効率的に記録し、保存するため、統一のフォーマット

の作成等文書管理の仕組みを整えている。

・いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校として

も、警察への相談・通報を行うことについて、あらかじめ保護者等

に対して周知している。 

・そもそも、いじめを重大化させないことが重要であり、学校全体で

いじめの防止及び早期発見・早期対応に取り組んでいる。 

  

 



■確認問題

いじめの重大事態の調査
に関するガイドライン



問題1「重大事態の調査」は、どのような基本的性格を持つべ

きものとガイドラインで位置付けられているか。

A. 学校事故調査としての性質が強く、主に事故原因究明が目的

B. 記録を残すための形式的調査であり、詳細な聞き取りは不要

C. いじめの事実の解明と再発防止のための調査

D. 加害児童生徒の指導を徹底する懲戒的な調査



✅ 正解： C

解説：調査は、「公平性・中立性」を確保し、被害児童生徒・保護

者の「何があったのかを知りたいという切実な思い」を理解

した上で、いじめの事実の全容を解明することと、学校・教

育委員会等の対応を検証して同種の事案の「再発防止」につ

なげることが目的であり、懲戒や責任追及を目的としたもの

ではありません。



問題２   いじめの重大事態に該当する可能性がある場合、学校が調査

に着手する際の対応として最も適切なものはどれか。

A．保護者が重大事態と主張したとしても、学校が「重大ではない」

     と判断すれば、調査は不要である。

B．被害児童生徒や保護者から重大事態の申立てがあれば、調査を

     開始する必要がある。

C．調査開始の可否は、教育委員会が事前に承認した場合に限り、

  学校が調査することができる。

D．加害児童生徒の処分が確定してから、重大事態として調査を開始

するのが適切な手順である。



✅ 正解：B

解説：児童生徒・保護者から重大事態に至ったという申

立てがあったときには、その時点で学校が「いじ

めの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえ

ない」と考えたとしても、重大事態が発生したも

のとして報告・調査に当たります。



問題３ いじめの重大事態への学校における平時からの備え
の対応として、最も適切な記述はどれか。

A．重大事態が発生した際は、校長を中心に臨時チームを編成すること
で柔軟な対応が可能であり、平時からの組織整備は必須ではない。

B．学校いじめ対策組織は、調査や支援を主に行う役割を担うが、重大
事態の確認や申立て対応は原則、教育委員会が行うものである。

C．学校いじめ防止基本方針については、児童生徒や保護者、関係機関
に対しても入学時や年度開始時に説明を行うことが望ましい。

D．重大事態に該当する事案で、保護者の許可が得られないときは、
警察への相談・通報を控えるよう教職員間で共通理解しておく。



✅ 正解：Ｃ

解説：いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの

チェックリストでは、学校いじめ防止基本方針に

ついて、入学時・各年度の開始時に児童生徒、保

護者、関係機関等に説明することも必要であると

示しています。



問題４ いじめ（いじめの疑いを含む）により、これまで各
教育委員会等で重大事態と扱った事例に当てはまる
ものはどれか。

A. 軽傷で済んだものの、自殺を企図した。
B. わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネッ

ト上で拡散された。
C. 複数の生徒から金銭を強要され、総額１万円を渡した。
D. 欠席が続き（重大事態の目安である30日には達していな

い）当該学校へは復帰ができないと判断し、転学（退学
等も含む）した。



✅ 正解：全部(全て当てはまる）

解説：いじめの重大事態の調査に関するガイドライン【別

添資料1】では、これまで各教育委員会等で重大事

態と扱った事例を示しており、①児童生徒が自殺を

企図した場合、②心身に重大な被害を負った場合、

③金品等に重大な被害を被った場合、④いじめによ

り転学等を余儀なくされた場合などが対象となって

います。



参考

「 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン （改訂版）」



最後に

学校は本来、子供たち一人一
人の可能性を最大限伸ばしてい
く場所です。そのため、学校が
安心して楽しく通える魅力ある
環境となるように、学校関係者
が一丸となって取り組むことが
必要です。

笑顔があふれる学校をつくる
ため、生徒指導の一層の充実が
図られることを切に願います。



研修おつかれさまでした。
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